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本線シールドトンネル工事における安全性の確認について（要請） 

 

 １０月１８日に調布市内で発生した道路陥没について、本線シールドトンネルが通過し

た後の直上で発生したため、区は、既に掘進が完了した世田谷区内で同様の事象の発生に

ついて、非常に強く懸念しております。 

 外環道の工事に関しては、安全な工法であること、また、工事を進める上で周辺住民へ

の情報提供や丁寧な対応等を条件に、これまで区としても協力してまいりました。 

 しかし、今回の事象は、その根本をゆるがすものであり、区民の安全・安心確保の観点

から、下記事項の早急な確認とその結果について、区への報告及び区民への周知を行い、

原因究明がなされるまで、工事を再開しないよう強く要請いたします。 

 

記 

 

１．確認事項 

（１）陥没原因の解明及び本線シールドトンネル工事との関係性について 

（２）世田谷区内における同様な事象発生の可能性の検証について 

（３）掘進完了箇所における継続的な安全性の確認について 

（４）本線シールド工事の影響による場合、今後の具体的な再発防止対策について 

 


